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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和1年6月20日(2019.6.20)

【公表番号】特表2017-522351(P2017-522351A)
【公表日】平成29年8月10日(2017.8.10)
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【出願番号】特願2017-505248(P2017-505248)
【国際特許分類】
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【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ    8/41     　　　　
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   Ａ６１Ｋ    8/55     　　　　
   Ａ６１Ｑ    5/10     　　　　
   Ａ６１Ｑ    5/08     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和1年5月15日(2019.5.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも以下の成分：
　ａ．トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタンと、
　ｂ．少なくとも１種のアミノ酸と、
　ｃ．
　　ｃ１．アルコキシル化脂肪アルコールのリン酸のモノエステルであって、前記アルコ
キシル化脂肪アルコールは１～５０モルのアルキレンオキシドでアルコキシル化されたＣ

１２－Ｃ２２脂肪アルコールから構成され、アルキレンオキシドのモル数は脂肪アルコー
ルのモルに対してである、アルコキシル化脂肪アルコールのリン酸のモノエステル；
　　ｃ２．非アルコキシル化脂肪アルコールのリン酸のジエステルであって、前記非アル
コキシル化脂肪アルコールはＣ１２－Ｃ２２脂肪アルコールから構成される、非アルコキ
シル化脂肪アルコールのリン酸のジエステル；および
　　ｃ３．ｃ１とｃ２の混合物
から選択される少なくとも１種の有機リン酸エステル化合物と、
　ｄ．水と、
　ｅ．初期中間体である少なくとも１種の染料と、
を含み、但し、アンモニア、アンモニアの塩またはペルオキシモノカーボネート源を含ま
ない、化粧品組成物。
【請求項２】
　前記組成物は少なくとも１種の直接染料をさらに含む、請求項１に記載の化粧品組成物
。
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【請求項３】
　前記アミノ酸は、アルギニン、グリシン、リシン、アラニン、グルタミン、ヒスチジン
およびセリンからなる群から選択される、請求項１または２に記載の化粧品組成物。
【請求項４】
　前記少なくとも１種の有機リン酸エステル化合物は、ジセチルホスフェート、セテス－
１０ホスフェート、オレス－５ホスフェートおよびジオレイルホスフェートからなる群か
ら選択される、請求項１～３のいずれか一項に記載の化粧品組成物。
【請求項５】
　前記組成物は、前記組成物の全重量に基づいて、１～１０ｗｔ％のトリス（ヒドロキシ
メチル）アミノメタンを含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の化粧品組成物。
【請求項６】
　前記組成物は、前記組成物の全重量に基づいて、合計で１．０～３０ｗｔ％の１種また
は複数のアミノ酸を含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の化粧品組成物。
【請求項７】
　前記組成物は、前記組成物の全重量に基づいて、合計で０．１～６ｗｔ％の１種または
複数の有機リン酸エステル化合物を含む、請求項１～６のいずれか一項に記載の化粧品組
成物。
【請求項８】
　前記組成物は、前記組成物の全重量に基づいて、合計で０．１～８ｗｔ％の１種または
複数の染料を含む、請求項２～７のいずれか一項に記載の化粧品組成物。
【請求項９】
　前記組成物は少なくとも１種の非イオン性界面活性剤をさらに含み、前記少なくとも１
種の非イオン性界面活性剤は、前記組成物の全重量に基づいて、好ましくは１～８ｗｔ％
の量で存在する、請求項１～８のいずれか一項に記載の化粧品組成物。
【請求項１０】
　前記少なくとも１種の初期中間体は、１，４－ジアミノ－２－メトキシメチル－ベンゼ
ンである、請求項２～９のいずれか一項に記載の化粧品組成物。
【請求項１１】
　分散物を製造する方法であって、前記分散物は請求項１～１０のいずれか一項に記載の
化粧品組成物を含み、前記方法は、少なくとも以下の工程：
　ｉ．水を提供する工程と、
　ｉｉ．少なくとも１種の有機リン酸エステル化合物を提供する工程と、
　ｉｉｉ．工程ｉからｉｉにおいて提供された化合物を混合し、さらに、ｐＨが８～１２
、好ましくは１０～１１の範囲に到達するまで無機塩基を添加する工程と、
　ｉｖ．トリス（ヒドロキシメチル）アミノメタンを提供する工程と、
　ｖ．工程ｉｖから得た混合物に熱を加えて８５℃の温度にし、この温度を少なくとも１
０分間維持する工程と、
　ｖｉ．前記混合物を５０℃に冷却する工程と、
　ｖｉｉ．混合物Ｉに水溶液ＩＩを加える工程であって、水性混合物ＩＩは少なくとも１
種のアミノ酸、任意に染料およびさらなる成分を含み、混合物ＩＩのｐＨは、規定量の無
機塩基によって、８～１２、好ましくは１０～１１の範囲に調整される、工程と、
　ｖｉｉｉ．工程ｖｉｉにおいて得られた混合物ＩＩＩを４０℃に冷却し、均質化し、続
いて室温に冷却する工程と
を含み、これにより前記分散物が得られる、方法。
【請求項１２】
　個々にパッケージ化された形態で、少なくとも２つのキット成分：
　Ｉ　請求項１～１０のいずれか一項に記載の化粧品組成物または請求項１１に記載の方
法によって得られる分散物と、
　ＩＩ　酸化剤を含む現像剤組成物と
を含む、ケラチン繊維を着色するためのキット。
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【請求項１３】
　前記酸化剤は過酸化水素水溶液を含む、請求項１２に記載のキット。
【請求項１４】
　請求項１２または１３に記載のキット成分を混合することによって得られる、使用準備
済みの組成物。
【請求項１５】
　成分Ｉと成分ＩＩの比が１：１から１：３の範囲であり、各々の数は重量部に基づく、
請求項１４に記載の使用準備済みの組成物。
【請求項１６】
　ケラチン繊維を着色するための方法であって、
　Ｉ．ケラチン繊維を提供する工程と、
　ＩＩ．工程Ｉのケラチン繊維を、請求項１４または１５のいずれか一項に記載の使用準
備済みの組成物と接触させ、前記使用準備済みの組成物を、一定の期間、ケラチン繊維に
残存させたままにする工程と、
　ＩＩＩ．任意に、前記ケラチン繊維をリンスする工程と、
　ＩＶ．任意に、前記ケラチン繊維を乾燥させる工程と
を含む、方法。
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